
 

 

 

1. P1 1.計画策定の趣旨（1） 

⚫ 4 行目 典型的な要因 → 典型的なケース 

⚫ 16 行目 引きこもり → ひきこもり 

2. P4 4．計画期間及び評価方法（1） 

⚫ 表内の「重層的支援体制整備事業計画」→「重層的支援体制整備事業実施計画」 

3. P6 表内の第 5号と第 6号で、根拠法令がどちらも第 5号となっているが同じで良いか

確認必要 → 第６号の根拠法令は第６号 

4. P8 ウ利用者支援事業【こども】の表内 3行目、情報提供及→情報提供及び 

5. P11 (4)アウトリーチ事業 

⚫ 支援につながることに拒否的な人や → 支援につながりづらい人や  

6. P12 最初の表内の【地域共生）】→ ［地域共生］ 

7. P16 表内 

⚫ 主催者：継続的支援事者→継続的支援事業者 

⚫ 扱う事案及び会議の役割：既存の支援期間 → 支援機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.14 

松川町 重層的支援体制整備事業 支援フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢 障がい・困窮 こども 
その他・民生児童委員 

※相談窓口一覧参照 

包括的相談支援（社会福祉法第 106条の４第２項）第１号） 

困難ケース 

（支援機関の連携だけでは解決することが難しい事例）

支援会議 

多機関協働事業（重層的支援会議） 

（法１０６条の４第２項第５号及び第６号） 

多機関協働事業（重層的支援会議）につなげるかの検討 

①関係機関との情報共有 

②支援プランの作成・評価 

③社会資源の充足状況の把握と開発

に向けた検討 

各事業へつなげる 

（法第１０６条の４第２項第４号） 

情報収集や家庭訪問、同行支援

など 

アウトリーチ等事業 

（法第１０６条の４第２項第２号） 

社会復帰に向けたマッチング・資源

開拓、定期支援、フォローアップ等 

参加支援事業 

（法第１０６条の４第２項第３号） 

既存事業の活用と新たな仕組みの創設 
 

【高 齢】 地域介護予防活動支援事業（コミュニティ・カフェ他） 

生活支援体制整備事業 

【障がい】 地域活動支援センター（あすなろ） 

【子育て】 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

【困 窮】 生活困窮者支援等のための地域づくり事業 

 

地域づくり事業 

相談窓口 

精神 

地域共生ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等、地域共生ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

重層支援コーディネーター 

役場各課 


